
目

次

告

示

○
青
森
県
看
護
師
等
修
学
資
金
に
係
る
滞
納
返
還
金
及
び
延
滞
利
息
の

収
納
事
務
の
委
託
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
ふ
る
さ
と
寄
附
金
の
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
県
産
品
販
売
･

輸
出
促
進
課
）
…
一

公

告

○
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

公
安
委
員
会

○
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
交
通
企
画
課
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
入
等
の
収
納
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日名

称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

弁
護
士
法
人
ラ
イ
ズ
綜

合
法
律
事
務
所

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
の
九
の
一

令
和七･一二･
一
令
和七･一二･
一

二

委
託
し
た
収
納
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
入
等

青
森
県
看
護
師
等
修
学
資
金
に
係
る
滞
納
返
還
金
及
び
延
滞
利
息

三

委
託
期
間

令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
指
定
年
月
日

名

称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
Ｊ
Ａ
Ｌ
Ｕ
Ｘ

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
の
七
〇

令
和七･一二･
一

株
式
会
社
Ｄ
Ｇ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ

ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
丁
目
五
の
七

〃

二

指
定
納
付
受
託
者
が
行
う
納
付
事
務
に
係
る
歳
入
等

あ
お
も
り
ふ
る
さ
と
寄
附
金

三

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
報
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第
九
百
九
十
九
号

令
和
七
年十

二
月
一
日

（
月
曜
日
）



公

告

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
の
公
表

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
（
令
和
七
年
十
一
月
七
日
公
表
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の

で
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

令
和
７
管
理
年
度
（
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）

に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
特
定
水
産
資
源
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

第
１
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業

３
４
７
．
７
ト
ン

第
２
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業

７
８
４
．
１
ト
ン

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ

の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と

し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も

の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
警
察
署
長
の
駐
車
許
可
）

第
九
条

﹇
１
・
２

略
﹈

３

前
二
項
の
駐
車
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
駐
車
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式

第
五
号
）
を
駐
車
し
よ
う
と
す
る
場
所
を

管
轄
す
る
警
察
署
長
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
警
察
署
長
が
緊
急
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き

は
、
当
該
申
請
書
に
よ
ら
な
い
で
許
可
の

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
４
〜
７

略
﹈

８

前
項
の
駐
車
許
可
証
の
交
付
が
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
場
合

は
、
当
該
駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た

（
警
察
署
長
の
駐
車
許
可
）

第
九
条

﹇
１
・
２

同
上
﹈

３

前
二
項
の
駐
車
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
駐
車
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式

第
五
号
）
を
二
通
、
駐
車
し
よ
う
と
す
る

場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察
署
長
が
緊

急
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
ら
な
い
で
許

可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
４
〜
７

同
上
﹈

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈
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者
は
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
掲
示
を
行

う
目
的
そ
の
他
の
正
当
な
目
的
の
た
め
に

当
該
駐
車
許
可
証
の
複
製
を
作
成
す
る
と

き
で
あ
っ
て
当
該
複
製
が
当
該
駐
車
許
可

証
の
交
付
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

そ
の
者
の
管
理
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に

記
録
さ
れ
る
と
き
を
除
き
、
当
該
駐
車
許

可
証
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
複
製
し
、
又

は
複
製
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

９

第
七
項
の
駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け

た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
車
両
を
当
該

許
可
を
受
け
た
場
所
に
駐
車
さ
せ
て
い
る

間
、
当
該
駐
車
許
可
証
（
前
項
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
駐
車
許
可
証

を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他

の
も
の
に
表
示
し
た
も
の
）
を
当
該
車
両

の
前
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〜

﹇
略
﹈

﹇
項
を
削
る
。
﹈

13

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付

を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
駐

車
許
可
証
（
第
三
号
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
駐
車
許
可

証
）
を
廃
棄
（
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
に
係
る

電
磁
的
記
録
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る

８

前
項
の
駐
車
許
可
証
は
、
当
該
許
可
に

係
る
車
両
を
当
該
許
可
を
受
け
た
場
所
に

駐
車
さ
せ
て
い
る
間
、
当
該
車
両
の
前
面

の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

９
〜

﹇
同
上
﹈

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付

を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許

可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
許
可

証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

13

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付

を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
駐

車
許
可
証
（
第
三
号
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
駐
車
許
可

証
）
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
及

び
そ
の
者
の
管
理
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体

か
ら
消
去
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

四

駐
車
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

別
記
様
式
第
十
号

別
記
様
式
第
二
十
四
号

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

﹇
号
を
加
え
る
。
﹈

別
記
様
式
第
十
号

別
記
様
式
第
二
十
四
号
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別
記
様
式
第
三
十
一
号
の
三

別
記
様
式
第
三
十
二
号

別
記
様
式
第
三
十
八
号

別
記
様
式
第
三
十
一
号
の
三

別
記
様
式
第
三
十
二
号

別
記
様
式
第
三
十
八
号

別
記
様
式
第
三
十
九
号

別
記
様
式
第
四
十
二
号

別
記
様
式
第
五
十
四
号

別
記
様
式
第
三
十
九
号

別
記
様
式
第
四
十
二
号

別
記
様
式
第
五
十
四
号
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別
記
様
式
第
五
十
五
号

別
記
様
式
第
五
十
六
号

別
記
様
式
第
五
十
七
号

別
記
様
式
第
五
十
五
号

別
記
様
式
第
五
十
六
号

別
記
様
式
第
五
十
七
号

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ

れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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所
・
発
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人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
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丁
目
一
番
七
七
号
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奥
印
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株
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社
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